
国民年金だより

イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加
し
て
、
本
人
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
！
1
回
目
の
マ
マ
パ
パ
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、
26
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

③
共
済
年
金

　
共
済
（
組
合
）
制
度
は
、
国
家

公
務
員
、
地
方
公
務
員
や
私
立
学

校
の
教
職
員
な
ど
と
し
て
常
時
勤

務
す
る
人
が
組
合
員
と
し
て
加
入

す
る
制
度
で
す
。

　
共
済
組
合
に
は
、
短
期
給
付
と

長
期
給
付
が
あ
り
、
短
期
給
付
は
、

健
康
保
険
と
同
様
の
給
付
を
行
い
、

長
期
給
付
は
年
金
給
付
と
同
様
の

給
付
を
行
い
ま
す
。

公
的
年
金
は
何
の
た
め
に
あ

る
の
？

　
公
的
年
金
は
、
現
役
世
代
が
保

険
料
を
支
払
い
、
高
齢
者
の
生
活

を
支
え
る
と
い
う
世
代
間
扶
養
の

仕
組
み
を
と
っ
て
お
り
、
皆
さ
ん

が
い
ず
れ
迎
え
る
老
後
生
活
を
世

代
が
順
送
り
で
支
え
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
老
後
だ
け
で
は
な
く
、

若
い
う
ち
に
障
が
い
を
負
わ
れ
た

と
き
や
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
場

合
で
も
、
ご
本
人
や
ご
遺
族
の
生

活
を
支
え
ま
す
。

　
長
い
人
生
、
個
人
の
努
力
で
は

対
応
し
き
れ
な
い
リ
ス
ク
に
対
し

て
、
国
民
全
体
で
保
険
料
を
出
し

合
い
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く

仕
組
み
が
公
的
年
金
な
の
で
す
。

■
納
付
方
法

　
国
民
年
金
保
険
料
は
厚
生
年
金

保
険
料
に
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
厚

生
年
金
を
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
人
は
自
動
的
に
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
を
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者

■
対
象
者

　
第
２
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
で

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
を
い
い

ま
す
。

　
た
だ
し
、
年
間
収
入
が
130
万
円

以
上
で
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

と
な
れ
な
い
人
は
第
３
号
被
保
険

者
と
は
な
ら
ず
、
第
１
号
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
の
で
、
自
分
で
保

険
料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
方
法

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
配
偶
者

が
加
入
す
る
年
金
制
度
が
一
括
負

担
し
ま
す
。

②
厚
生
年
金

　
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
制
度

を
通
じ
て
国
民
年
金
に
加
入
す
る

第
２
号
被
保
険
者
に
分
類
さ
れ
、

国
民
年
金
の
給
付
で
あ
る
基
礎
年

金
に
加
え
て
、
厚
生
年
金
を
受
け

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

公
的
年
金
の
種
類
と
加
入
す
る

制
度

　

公
的
年
金
に
は
３
種
類
あ
り
、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
す
べ

て
の
人
が
加
入
を
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
人
の
働
き
方
に

よ
っ
て
加
入
す
る
年
金
制
度
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

①
国
民
年
金

　

日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人

②
厚
生
年
金

　

厚
生
年
金
保
険
の
適
用
を
受

け
る
会
社
に
勤
務
す
る
す
べ
て

の
人

③
共
済
年
金

　
公
務
員
・
私
立
学
校
教
職
員
等

国民年金
だより
問い合わせ先

市民課　　☎（32）8895
栃木年金事務所

☎0282（22）4131

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
平
成
30
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
月
額
１
６
，
３
４
０
円
で
す
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

納
付
、
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、

電
話
、
書
面
、
面
談
に
よ
り
早
期

に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
強

制
徴
収
の
手
続
き
・
督
促
を
行
い
、

指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が

無
い
場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ

る
方(

※)

の
財
産
を
差
し
押
さ
え

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
免
除

や
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
義
務
を
負
う
配
偶
者
及

び
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

　
①
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

所
を
有
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
も
の

で
す
。
老
齢
・
障
が
い
・
死
亡
に

よ
り
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
第
１
号
被
保
険

者
、
第
２
号
被
保
険
者
、
第
３
号

被
保
険
者
の
３
種
類
あ
り
、
ど
の

制
度
に
加
入
し
て
い
る
か
に
よ
り
、

保
険
料
の
納
付
方
法
が
異
な
り
ま

す
。

第
１
号
被
保
険
者

■
対
象
者

　

農
業
等
に
従
事
し
て
い
る
方
、

自
営
業
の
方
、
学
生
、
無
職
の
方

な
ど

■
納
付
方
法

　
納
付
書
に
よ
る
納
付
や
口
座
振

替
な
ど
、自
分
で
納
め
ま
す
。（
経

済
的
理
由
等
に
よ
り
納
め
ら
れ
な

い
と
き
は
、
免
除
や
納
付
猶
予
の

制
度
が
あ
り
ま
す
）

第
２
号
被
保
険
者

■
対
象
者

　
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
を
受
け

て
い
る
事
業
所
に
勤
務
す
る
方
で

あ
れ
ば
、
自
動
的
に
国
民
年
金
に

も
加
入
し
ま
す
。（
た
だ
し
、
65

歳
以
上
で
老
齢
年
金
を
受
け
る
人

を
除
き
ま
す
）
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